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第１章    計画の見直しについて 

 

 

１ 背景と趣旨 
 

地域福祉の目的は、人々が住み慣れた地域で、家族・隣近所・友人等とつながりをもっ

て、自分らしくいきいきと暮らせる社会をつくっていくことですが、地域福祉を取り巻く

環境は、日々変わり続けるという特徴があります。 

甲賀市では、平成 29 年７月に「人々がつながり 暮らしの中で感じる幸せを未来へつ

なぐまち あい甲賀」を基本理念として『第２次甲賀市地域福祉計画』を策定し、地域共

生社会の実現に向けた取組みを進めてきました。 

策定から 4 年が経ち、高齢化や人口減少が本格化し、暮らしの中にあった人と人との“つ

ながり”が弱まり、社会的な孤立をはじめとする生活課題が多様化・複雑化しています。

さらに、新型コロナウイルス感染症等の発生・拡大により、一人ひとりのいつもの暮らし

は大きく変わりました。 

一方、国の政策として、令和２年６月に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の

一部を改正する法律」が成立し、相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を一体的

に実施する重層的支援体制整備事業が令和３年４月に施行されました。 

人生や暮らしにおいて、様々な変化や困難に直面することは避けられませんが、このよ

うな状況にあっても、誰もが役割を持ち、互いの存在を認め、そして時に支え合うことで、

孤立せずにその人らしい生活がおくれる地域社会にしていくことが求められます。 

今は、かつての枠組みや属性にとらわれない自発的な試行から新たなコミュニティが創

られる可能性のある移行期だといえます。「新しい豊かさ」から「つながりの再構築」と

いう命題を掲げ、甲賀市では第２次甲賀市地域福祉計画の見直しを実施します。 
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２ 計画の位置づけ 
 

地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条に基づく行政計画です。 

施策の展開にあたっては、市の上位計画である「第２次甲賀市総合計画」との整合性を

保つとともに、計画に定められた保健福祉分野の基本的な方向性を示すものとして位置づ

けます。また、個別の行政福祉計画やその他関連計画との整合性を保ち、地域住民や関係

団体等の主体的な福祉活動の方向性を示す役割を担う計画とします。 

なお、「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成 28 年（2016 年）12 月施行）の第８

条に基づき策定する「甲賀市再犯防止推進計画」は、本計画に内包されています。 

【地域福祉計画と他の関連計画との関係】 
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３ 新しく盛り込む事項 
令和２年改正法（社会福祉法）により法第 106 条の３第１項に規定する「市町村における包

括的な支援体制の整備」にかかる事業が地域福祉計画に記載すべき事項とされました。そのた

め、地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉、その他の福祉に関し共通して

取り組むべき事項として「成年後見制度利用の促進」、「再犯防止の推進」、そして市町村におけ

る包括的な支援体制の整備を具体化する一つの手法として「重層的支援体制整備事業」を計画

に盛り込みました。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、いつもの暮らしは大きく変わりました。

従来より、経済的な成⾧や物質的な豊かさを実現する一方で、つながりの希薄化などといった

生活課題が現れており、新たな地域福祉の在り方について、その必要性を感じながらもなかな

か実現し難かったものが、新型コロナウイルス感染症という要因によって、早急な対応が必要

な状況になったと言えます。 

持続可能な地域、地域共生社会の実現には、一人ひとりが「豊かさ」を再定義していく過程

が必要です。そのような観点から、計画の見直しにおいて「新しい豊かさ」を追求していきま

す。 

 

【 地域福祉計画に新たに盛り込む事項 】 

 

 

 

 

 

 

（１）重層的支援体制整備事業 ● ● ● 
重層的支援体制整備事業は、既存の介護・障がい・子ども・生活困窮の相談支援等の取組

みを十分に活かしながら、地域住民やその世帯の多様化・複雑化した困りごとに対応する包

括的な支援体制を構築し、属性を問わない相談支援、多様な社会参加に向けた支援、地域づ

くりに向けた支援を一体的に実施する事業です。 

重層的支援体制整備事業は、本計画で示す地域共生社会の理念と方針を前提として、実施

のために必要な事項については、「重層的支援体制整備事業実施計画」を策定し包括的な支援

体制の具体的な方針を示します。 

（１） 重層的支援体制整備事業 

（２） 「新しい豊かさ」の追求 

（３） 成年後見制度の利用促進（甲賀圏域権利擁護支援推進計画） 

（４） 再犯防止の推進（甲賀市再犯防止推進計画） 
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（２）「新しい豊かさ」の追求 ● ● ● 
社会の成熟化が進むにつれ、これまでのものやお金に依存する価値観はゆるやかに薄れ、

多様化しつつあります。そのような中、新型コロナウイルス感染症による世界的な危機は、

社会・経済活動に大きな打撃を与え、「いつもの暮らし」の大切さを再認識することとなりま

した。アフターコロナを見据えて、地域社会を少なくともこれまでよりも望ましいものにし

ていくために、この災禍の乗り越え方が大きな意味を持つと考えます。人と人とが接触しに

くい厳しい局面において、個人やその世帯が孤立・孤独を深めないために、アフターコロナ

における「新しい価値観」「新しい生き方」「新しい家族のあり方」を包摂した「新しい豊か

さ」を市民、地域、市民活動団体と共に追求します。 

 

（３）成年後見制度の利用促進 ● ● ● 
平成 28 年５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、平成 29 年３月

に国の成年後見制度利用促進基本計画が策定されました。計画の中では、「利用者がメリット

を実感できる運用の改善」、「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」、「不正防止の徹

底と利用しやすさの調和」に取組むことと定められています。 

甲賀市では、甲賀圏域権利擁護支援推進計画を湖南市と共同して策定し、本計画との整合

を図るものとします。 

 

（４）再犯防止の推進 ● ● ● 

 
近年の犯罪情勢においては、検挙される者の約半数によって再び犯罪が行われ、安全で安

心して暮らせる地域社会を築くうえで、犯罪や非行の繰り返しを防ぐ「再犯防止」が大きな

課題となっています。 

犯罪や非行の背景には、生活困窮や厳しい生育環境など様々な生きづらさを抱えているこ

とが少なくありません。また、罪を犯した高齢者や障がいのある人の中には、手助けを必要

としている人がおり、福祉的な支援があれば再犯に陥らず、社会参加をめざせる人がいます。 

平成 28 年 12 月に「再犯の防止等の推進に関する法律」が施行され、再犯の防止等に関す

る施策を実施する責務が国だけでなく、地方公共団体にもあることや、都道府県及び市町村

の取り組みを推進するため、再犯防止推進計画を策定することが市町村の努力義務となりま

した。甲賀市では、このような状況を踏まえ、再犯防止推進法第８条第１項の地方再犯防止

計画を定めるため、本計画の見直しにより、一体的な計画とし、関係施策と連携して取組み

ます。 

 

計画策定の背景と趣旨 
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〇 各種施策の総合的な推進 

再犯防止施策は、就労、住居、保健医療、福祉等多岐にわたっており、整合性をもって総合

的に推進するためには、計画を策定するという手段が重要です。各施策についての具体的な実

施内容が明らかになることで、施策を効果的に推進することができます。 

 

〇 市民に対しての効果 

市民に対しても、再犯防止施策に関する市の取組み姿勢や進捗状況が明確になるとともに啓

発効果も期待できます。 

 
 

 

   「誰一人取り残さない」再犯防止に向けた取組みは、共生社会の実現に向けた重層的体制整

備事業の構築と一体的に進めていきます。また、「社会を明るくする運動」等により地域住民

に対して、更生支援についての理解を促し、保護司会や更生保護女性会等の関係機関と連携

して推進します。 

 
                                                    

 

（参考）社会福祉法から関係条例を抜粋 ● ● ● 

 地域共生社会の実現にむけて社会福祉法の一部が改正されました。ここでは本計画の見直し

に関連する内容について、社会福祉法から抜粋したものを記載します。 
 

 

  

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う 

者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として

日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される

ように、地域福祉の推進に努めなければならない。  

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその

世帯が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉

サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地

域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課

題を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関との連携等によりその解決を

図るよう特に留意するものとする。 

計画策定の意義 

これからの取組み 

地域福祉の推進 
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第 106 条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び

支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の

解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等

が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域

住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の

提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制

の整備に関する事業 

三 生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その

他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決

に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 
 

 

 

 

第 106 条の５ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二項の

指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制

整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画を策定する

よう努めるものとする。 

２ 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域

住民、支援関係機関その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。 

３ 重層的支援体制整備事業実施計画は、第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、介

護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画、子ど

も・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その他の

法律の規定による計画であって地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれた

ものでなければならない。 

４ 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表するよう努めるものとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定及び変更に関し必要

な事項は、厚生労働省令で定める。 
 

 

 

包括的な支援体制の整備 

重層的支援体制整備事業実施計画 
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第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

を策定するよう努めるものとする。  

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項  

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項  

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項  

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項  

五 前条第１項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項  

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地 域

住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。  

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行

うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するもの

とする。 

 

 

 

４ 計画期間 

本計画の計画期間は、平成 29 年度から令和 10 年度までの 12 年間とします。 

なお、国、滋賀県等の動向を踏まえるとともに、社会情勢の変化や関連計画との調整を

考慮して、必要に応じて４年ごとに見直しできるものとします。 
 

 

５ 計画の策定体制 

地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域の生活課題

を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、

庁内関係部局はもとより、専門職を含めた多様な関係機関との協議の上、目標を設定し、

計画的に整備していくものです。 

本計画の見直しにあたっては、計画策定への市民参加を実現するために、甲賀市市政に

関する意識調査を実施するとともに、学識経験者、福祉分野の関係者、福祉関係団体、公

募による市民といった幅広い分野の関係者を委員とする「甲賀市地域福祉計画審議会」に

おいて審議を行いました。 

市町村地域福祉計画 
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６ 協働による計画の推進 

計画の推進にあたっては、市民、区・自治会、民生委員・児童委員、地域の各種団体、

ボランティア、社会福祉協議会等が、互いを尊重し役割を持って、連携・協働することに

より取組んでいきます。 
 
 

（１）市民の役割 ● ● ● 

従来は、様々な事業を実施するに当たって理解と協力を得るべき存在でしたが、市民

は、事業者及び社会福祉に関する活動を行う者と連携・協力して、地域福祉を推進して

いく主体です。誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、市民一人

ひとりができることを考え、地域に住んでいる他の誰かのために、自らの時間や技術を

喜んで持ち出すようなやりとりが、新たなコミュニティの創造につながります。 
 
 

（２）地域・団体等の役割 ● ● ● 

 

① 地域の役割 

区・自治会や自治振興会等は、地域福祉を推進するための基盤として、また市民が地

域福祉に参画する場としての役割が期待されています。今後も、地域における見守り、

支え合いを進めていくとともに、地域の課題を解決するため、市、関係機関・団体等と

の連携強化や人材の育成を進めていき、地域福祉活動や居場所づくりへとつなげます。 
 
 

② 民生委員・児童委員の役割 

民生委員・児童委員は、地域での生活上のさまざまな相談に応じ、必要な支援を行う

ことや見守り活動、福祉サービスの情報提供を行う等、行政や関係機関へのつなぎ役と

して重要な役割を果たし、地域住民の福祉の増進を図る地域福祉活動の担い手の一人と

なることが期待されます。 

 

③ ボランティア・ＮＰＯ等の役割 

複雑化・多様化する悩み等を抱える人が増加している中で、親身に寄り添い課題に取

り組む、ボランティア・ＮＰＯ等への期待は高まっています。また、市民が地域福祉活

動を始めるきっかけの場としても期待されています。地域福祉の推進においても、地域 
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④ 福祉関係事業者の役割 

誰もが住み慣れた地域で自立した暮らしが送れるよう、より有効な福祉サービスの提

供を進めるほか、人材の育成、支援をすることが期待されています。 

今後も、多様化する福祉ニーズに対応するため、事業の充実や新しいサービスの創出

を図るとともに、地域、関係団体、他の専門機関等と連携し、地域の課題を解決する役

割を担います。 
 
 

⑤ 社会福祉協議会の役割 

社会福祉協議会は社会福祉法において地域福祉を推進する中心的な団体として明確

に位置付けられています。また、社会福祉協議会は、元来、 地域住民主体を旨とした

地域住民の参加の推進やボランティア、福祉教育、まちづくり等の実績を有することを

踏まえ、地域福祉を推進する両輪として市と連携し、地域福祉を実践する最前線で市民

とともに活動することで、市民が抱える課題を地域全体の課題として捉えることができ

る地域福祉システムづくりを目指します。 

 

 

（３）市の役割 ● ● ● 

本計画は、甲賀市がめざす地域福祉を推進するための指針となるものです。本市では、

人口減少、少子高齢化の進行、核家族世帯の増加といった社会的問題に対応するととも

に、複雑化・多様化する地域の課題解決、また制度の狭間にいる方への支援の充実等を

図っていかなければなりません。そのためには、これまで以上に関係部局が連携し、さ

まざまな視点から課題を捉え、地域や関係機関・団体等との多機関のネットワークを強

化し、より市民に近い行政となるよう地域福祉施策を推進します。 
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第２章    甲賀市の状況 
 

 

１ 人口等の現状 
 

 

（１） 人口・世帯等の状況 ● ● ● 

①  総人口・年齢３区分別人口の推移 

年齢３区分別人口割合の推移をみると、平成７年以降、年少人口（０～14 歳）、生産

年齢人口（15～64 歳）は減少しています。一方、老年人口（65 歳以上）は増加してお

り、平成７年から平成 27 年の間で 9.7 ポイントと大きく増加しています。 
 

年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 年齢不詳を含まない 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）

17.1 15.6 14.8

60.5

16.0 18.1

13.818.6

64.865.4 64.6 63.0

25.722.119.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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(％)
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8,703

40,220

7,639
10,219

20,280

1,2962,9841,1688026,253 6,937
12,394

5,7914,372

25,264
3,875

4,902

3,2602,465

12,108

21.6

32.0

24.2

31.932.3

0

10,000

20,000

30,000

40,000
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水口地域 土山地域 甲賀地域 甲南地域 信楽地域
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(％)

② 地区別年齢３区分別人口 

地区別年齢３区分別人口をみると、市全体の約 45％を占めている水口地域の高齢化

率が 21.6％と低くなっています。一方、土山地域、甲賀地域、信楽地域の高齢化率が

30％以上と高くなっています。 
 

地区別年齢３区分別人口（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 年齢不詳を含まない 

資料：国勢調査 

 

地区別の高齢化率の推移をみると、平成７年以降、全ての地域で増加しています。特

に、信楽地域は、平成７年と比較して、平成 27 年で 13.9 ポイント増加しています。 

地区別高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

(％

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上） 高齢化率

20.9
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21.618.5
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24.0
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２ 甲賀市市政に関する意識調査からみえる現状 
 

（１）調査の目的 ● ● ● 

この調査は、地域福祉計画を見直しするための基礎資料を得ることを目的として、市

内にお住まいの 18 歳以上の人を対象に実施しました。調査内容は、地域福祉、児童福

祉、高齢福祉、障がい福祉などの福祉領域についての意見や評価などについてです。 
 

（２） 調査の方法 ● ● ● 

調査対象者 市内にお住まいの18歳以上の人 

抽出方法 層化二段無作為抽出法 

調査票の配布・回収 郵送配布・郵送回収またはインターネットによる回答 

調査基準日 令和2年9月1日 

調査期間 令和2年9月1日～令和2年9月15日 

 

（３）回収結果 ● ● ● 

 

配 布 数 有効回答数 有効回答率 

 
3,000件 

1,220件 
うち郵送回収：1,039件（83.3％） 

インターネット回答181件（14.5％） 

 
40.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

（４）図表の見方 ● ● ● 

① 回答の比率は、その設問の回答数を基数（Ｎ）として算出しました。したがって、

複数回答の設問については、すべての比率を合計すると 100％を超えます。 

② 回答率（％）は、小数点第２位以下を四捨五入しました。したがって、単数回答の

場合であっても比率の合計が 100％にならない場合があります。 

③ 有効回答とした中には、年齢、性別、居住地等の不詳があります。したがって、全

体の回答数と属性別の回答数の合計が一致しない場合があります。 

④ 調査項目によっては、過去に行った調査と比較分析を行いました。 

「平成 17 年」とあるのは平成 17 年 12 月に実施した「甲賀市民の暮らしと地域福

祉に関する意識調査」を示します。 

「平成 27 年」とあるのは平成 27 年 10 月に実施した地域福祉に関する市民アンケ

ートの調査を示します。 

 「令和 2 年」とあるのは今回の調査を示します。 

   

⑤ 図表中に用いた地域と小学校区との関係は次のとおりです。 

地 域 小 学 校 区 

水口地域 伴谷／伴谷東／柏木／水口／綾野／貴生川 

土山地域 大野／土山 

甲賀地域 大原／油日／佐山 

甲南地域 甲南第一／甲南第二／甲南第三／甲南中部／希望ケ丘 

信楽地域 信楽／雲井／小原／朝宮／多羅尾 

             ※表中の小学校区は、アンケート実施時期のものです。 
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〇近所つきあいの程度                                  

「あなたは、ご近所で最も親しくしている人と、日頃どの程度のつきあいをされています

か」という設問に対しては、「簡単な頼みごとや、土産物を分け合うつきあい」が 25.9％

と最も高くなっています。これに「困りごとの相談や、助け合うようなつきあい」を加え

たものを ＜親密なつきあい＞ とすると、40.6％となります。また、「立ち話をする程度

のつきあい」と「挨拶をする程度のつきあい」を加えたものを ＜浅いつきあい＞ とする

と、49.6％となります。「ほとんどつきあいはない」は 7.9％です。 

平成 27 年調査と比べると、 ＜親密なつきあい＞ は 11.6 ポイント低くなり、 ＜浅い

つきあい＞ は 12.6 ポイント高くなっています。 

 

           
 

 

〇ボランティア活動の参加状況                                                         

「あなたは現在、ボランティア活動に参加していますか」という設問に対しては、「参加

している」は 9.4％となっており、平成 27 年調査に比べると 1.1 ポイント低下、平成 17

年調査と比較すると 3.4 ポイント低下しています。 
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〇ボランティア活動を活発化させるために必要なこと                     

 

「今後、ボランティア活動をさらに発展させるために、どのような基盤整備や活動が必要だ

と思いますか」という設問に対しては、「相談窓口の充実」が 29.1％と最も高く、「専門性の

ある職員やアドバイザーの配置」、「活動拠点の充実」の順に続いています。 

過去二回の調査と比べると、同様の傾向にありますが、割合は全般的に低くなっています。

「活動拠点の充実」及び「職場でのボランティア休暇の充実」については、２ポイント以上

高くなっています。 
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〇生活の困りごとについて相談する相手                          

「あなたが日頃、生活の困りごとについて相談する相手はどなたですか」という設問に対

しては、「家族・親戚」が 82.8％と最も高く、「知人・友人・職場の同僚」も 47％と比較

的高い割合です。平成 27 年調査と比べると、「相談する人がいない」は 1.5 ポイント高く

なっています。 
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〇成年後見制度の認知状況                               

 

「あなたは、成年後見制度をご存じですか。」という設問に対しては、「名称は知っているが

内容は知らない」が 36.6％で最も高くなっています。「名称も内容も知っている」と合わせ

ると、67.8％となっています。 
 

 
 

 
 

〇成年後見制度が必要な場面                                  

 

「あなたは、どのような場面に成年後見制度が必要になると思われますか」という設問に対

して、「自分で財産の管理ができなくなった」が 70.3％で最も高く、「認知症や精神障がい等

により意思決定が難しくなった」が 69.8％、「本人のことで対応してくれる親族等がいない」

が 53％と続いています。 
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〇「社会を明るくする運動」または「再犯防止啓発月間」の認知状況               

 

「あなたは、再犯防止に関する広報・啓発活動の取り組みである、「社会を明るくする運動」

または「再犯防止啓発月間」を聞いたことがありますか」という設問に対しては、「両方とも

聞いたことがある」と「「社会を明るくする運動」のみ聞いたことがある」、「「再犯防止啓発

月間」のみ聞いたことがある」を合わせた『聞いたことがある』の割合は、52.5％となって

います。また、「両方とも聞いたことがない」は 44.0％となっています。 
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〇重点をおくべき市の施策                                  

「今後、甲賀市が重点を置くべき福祉施策は何だと思いますか」という設問に対しては、

「すべての人の人権が守られるまちづくりの推進」が 47.5％と最も高くなっており、「公

共交通を利用した移動支援の充実」が 40.3％、「高齢者や障がい児・者に配慮した道路・

建物・駅等の整備」が 38.9％と続いています。 

平成 27 年調査と比べると、全般的に割合が下がっています。高くなったのは「すべて

の人権が守られるまちづくりの推進」、「サービス利用手続きの簡素化・スピード化」、「各

種手当など金銭的な援助」です。 
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〇高齢者に対する課題                                   

「あなたのお住まいの身近な地域で、次の課題について、日頃から何とかしなければなら

ないと思っていますか」という設問の、高齢者に対する課題に対しては、「③寝たきりや

認知症などの高齢者のいる世帯の介護負担」「⑨災害時の一人ぐらしの高齢者の避難支援」

「⑤老人ホームや高齢者が安心して気軽に利用できる施設」「④介護に必要な経費」の項

目において「そう思う」の割合が高くなっています。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

〇ひきこもりに対する課題                                 

 

「あなたのお住まいの身近な地域で、次の課題について、日頃から何とかしなければならな

いと思っていますか」という設問の、ひきこもりに対する課題に対しては、「㉝ひきこもりに

関する相談窓口や支援」「㉞ひきこもりに対する周囲の理解や支援」「㉟ひきこもりに対する

就労支援」の項目において「そう思う」の割合が高くなっています。 
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基 本 理 念 

人々がつながり 暮らしの中で感じる幸せを 

未来へつなぐまち あい甲賀 

第３章    計画の理念と方針 
 

 

１ 基本理念 
 

人口減少や高齢化の進展により、ひとり暮らしや核家族世帯が緩やかに増加し続けるな

かで、2020 年（令和２年）には新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、いつもの

暮らしが大きく変わりました。これらの変化は、人と人・人と地域との“つながり”に大き

な影響をもたらし、家庭、職場や学校、そして地域がかつて担っていた機能を果たしにく

くなり、居場所が見いだせない社会的孤立が大きな問題となっています。 

「新しい豊かさ」の創造や、「つながりの再構築」の真価は、共通認識のもとで地域が

一体となり連携・協働することではじめて発揮されます。そのような意味で、本計画の見

直しは必須の過程であると認識し、基本理念を「人々がつながり 暮らしの中で感じる幸

せを未来へつなぐまち あい甲賀」と定め、市民、関係団体、事業者とともに活動し計画

を推進します。 
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 ２ 見直しの視点 

これまでの基本理念を継承しつつ、次の６つの視点を重視して、すべての活動や事業を 

推進していきます。  

 

（１）地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進 ● ● ● 

社会情勢の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受

け手」といった関係を超えて、地域住民が主体となり、「人と人」、「人と資源」が世代を超

えてつながることで、一人ひとりの暮らしと生きがいを地域とともに創っていく共生社会を

推進していきます。 
 

 

（２）多機関協働による包括的な相談支援体制の構築 ● ● ● 

社会的孤立やひきこもりなどの生活課題は多様化・複雑化しており、一つの事業所や団体

のみでは対応が難しくなっています。そのような生活課題に対して、関係機関と対話・協議

しながら、困っている方の属性・世代・相談内容に関わらず包括的に相談を受け止めて課題

を整理し、福祉サービスの情報提供及び支援を行います。多機関協働は、互いに問題を押し

付けることなく、互いに支援者支援が実践できる関係性が求められます。 
 

 

（３）地域の力でつながりをつくる多様な社会参加の実現 ● ● ● 

地域の介護・障がい・子ども・生活困窮等の既にある制度や社会資源と連携を図るととも

に、社会参加に向けた事業では対応できなかった狭間の個別的な困りごとに対応します。そ

のために、多機関が協働して、一人ひとりのニーズと地域資源との調整を行う仕組みづくり

を工夫し、多様な社会参加の実現をめざします。 
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（４）地域全体で取組む居場所づくり ● ● ● 

地域で過ごす時間の多い層（子どもやその保護者・高齢者）が、地域から孤立することな

く、多世代交流や活躍の場を確保する地域づくりに向けた支援が必要です。地域で実施され

ている個別の活動や居場所づくり、またそれらに取組む人を把握し、「人と人」「人と居場所」

をつなぎ合わせるコーディネートの役割が求められます。とりわけ、子育てについて、家族

という限られた空間の中で完結的に考えるのではなく、「子育ての社会化」、「社会的養護」

へとシフトしていくことも大切です。 
 

 

（５）支援の届きにくい人へのアウトリーチ ● ● ● 

地域から孤立している人や必要な支援が届いていない人に支援をするには、本人と直接関

わるまでの信頼関係の構築や、本人とつながりをつくることに力点を置いた取組みが必要で

す。また、地域のネットワークを通じて情報を収集するとともに、地域住民とのつながりを

つくり、潜在的な支援ニーズを有する人を早期に把握することにより、有事における支援体

制の充実を図ります。 

 

 

（６）一人の困りごとから地域福祉の充実へ ● ● ● 

生活困窮や疾病・障がい（発達障がい含む）・認知症・家族関係の不和・厳しい生育環境

等が要因となり、様々な問題（虐待・ⅮⅤ・ひきこもり・不登校・非行・犯罪等）や生きづ

らさを抱えている人がいます。なかには、そこから立ち直ることや、抜け出す糸口さえ見つ

けることができない人もいます。一人ひとりの弱さや困りごとに向き合い、一人のライフサ

イクルの各段階において、個人の尊重と公共の福祉のバランスを丁寧に調整しながら、一人

の困りごとを受け止めることで地域福祉の充実につなげます。 
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３ 基本方針 

見直しの視点をふまえ、甲賀市らしさを活かした地域福祉を実現するため、「しくみ」「ひ

と」「ネットワーク」「くらし」という４つの分野から基本方針を定めて具体的な取組みを進

めます。 

 

基本方針１ 地域で支えるしくみづくり         

既にある地域の強みを活かし、見守りや支え合いのしくみを強化
して、支援を必要とする人にアプローチします。また、多世代、団
体間の交流を通して連携を図ることで地域課題を共有し、取組みの
拡大につなげるなど、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるし
くみづくり・居場所づくりを推進します。 

 
 

基本方針２ 地域福祉を支える人づくり         

福祉、保健等の専門的な人材の育成を充実するだけではなく、地
域福祉活動を推進するため、ボランティアの育成や活動を支援し、
かつての枠組みにとらわれない自発的な活動がなされる土台をつ
くります。また次代を担う子ども達に「新しい豊かさ」の意識醸成
を促し、地域福祉の担い手やリーダーを育成します。 

 
 

基本方針３ 適切な支援へつなげる体制づくり   

誰もが福祉、健康等に必要な情報が得られるよう、わかりやすい
情報提供に努めるとともに、身近なところで誰もが気軽に相談でき
る総合的な相談窓口の構築を図り、適切な支援につなげます。また、
社会的孤立やひきこもり等の制度の狭間にいる方に対し必要な支
援ができるよう、関係機関等の支援ネットワークづくりを強化しま
す。 

 
 

基本方針４ 健康で安心な生活ができる暮らしづくり   

高齢者や障がいのある人等の社会参加を促すことで生きがいや
やりがいを見出し、いつまでもいきいきとした生活ができるよう支
援します。また、地域の防災・防犯体制の強化や移動支援の充実を
図ることにより、地域の中で子どもからお年寄りまで健康で安心で
きる暮らしづくりを推進します。 

 
 

ひと 

ネット

ワーク 

しくみ 

くらし 
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４ 計画の体系 
 

 

基本理念 基本方針 基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

人
々
が
つ
な
が
り 

暮
ら
し
の
中
で
感
じ
る
幸
せ
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
ま
ち 

あ
い
甲
賀 

２ 地域福祉を支

える人づくり 

３ 適切な支援へ 

つなげる体制

づくり 

４ 健康で安心な 

生活ができる 

暮らしづくり 

（２）健康寿命の延伸を支える環境づくり 

（３）地域の防災、防犯活動の推進 

（１）誰もが住みやすいまちづくりの実現 

（３）関係機関等との連携強化による支援体制づくり  

１ 地域で支える 

しくみづくり 

（１）地域共生社会の推進 

（２）住民同士が出会い参加できる居場所づくり 

（１）ボランティアの育成・支援 

（２）新しい豊かさの意識醸成 

（４）福祉、保健等の専門的な人材の育成・支援 

（１）福祉、健康等に関する情報提供・啓発の充実  

（４）きめ細やかなサービスの提供と質の確保 

（３）人と社会をつなぐ人材の育成・支援 

（２）身近な相談や総合的に対応できる窓口の充実 

（３）関係団体等の顔が見える関係づくり 



 

27 

 

第４章     施策の展開 

 

 

基本方針１ 地域で支えるしくみづくり     ［しくみ］ 
 

（１）地域の支え合い、見守り活動の推進 ● ● ● 

地域の特性や強みを活かし、事業者や関係団体等と連携を図りながら、地域での支え合
いや見守り活動のしくみづくりを進めます。 

地域のセーフティネットとなる見守り体制を強化することで、支援を必要とする人を早
期発見するとともに、日常生活に必要な各種サービスが利用できるよう関係機関等へつな
げます。 

 

  
 

○ 地域の中であいさつや呼びかけることから始めましょう。 

○ 気になることがあれば、地域の中で活動している方に話してみましょう。 

 

   
 

○ 見守り活動等は、役割を分担しましょう。 

○ プライバシーの侵害とならないように見守りの必要な方のことを共有しましょう。 

○ 民生委員・児童委員の活動・取組を推進しましょう。 
 

   

 

取 組 内 容 担当課 

介護者への支援の充実 

高齢者や障がいのある人等を介護している家族が安心

して地域で暮らしていけるよう福祉サービス等の充実

を図ります。 

障がい福祉課  

⾧寿福祉課 

認知症対策等への支援 
認知症の人やその家族を支援するため、地域における見

守り体制の構築を図ります。 
すこやか支援課 

子育て世代に対する見

守りの推進 

乳児のいる家庭へ訪問し、子育て支援に関する情報提供

や養育環境を把握し、子育てする人の孤立化を防ぎ、不

安感の軽減を図ります。 

子育て政策課 

市民の取組 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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取 組 内 容 担当課 

地域コミュニティ組織

の自立化推進 

誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることができる

よう、移動、買い物等といった地域課題を解決し、地

域で日常生活を維持できるよう自立のしくみを構築

します。 

政策推進課 

 

 

（２）住民同士が出会い参加できる居場所づくり ● ● ● 

多世代の人々が交流する機会や居場所をつくることにより、地域のつながりを深めます。
交流することで互いの関係を広げ、多様な活躍の場を確保する地域づくりに向けた支援を
行います。また、地域や個人の生活課題や困りごとに気づき、早期の解決につなげます。 

 

   
 

○ 地域での仲間づくりや交流の場に興味・関心を持ちましょう。 

○ 隣近所で声をかけあうなど、地域の行事等に参加しやすい雰囲気を作りましょう。 

 

   
 

○ 交流の場に空き家等を活用する等、地域の居場所づくりに取組みましょう。 

○ 地域活動や行事等の開催にあたっては、関係団体、事業者等に呼びかけましょう。 

 

   

 

取 組 内 容 担当課 

あらゆる世代、人の交流

を促進 

あらゆる世代や人が交流する機会や場として、公共施

設、空き家等を活用することで、お互いの理解を深め、

人や団体等との輪を広げ、つながりを深めます。 

政策推進課 

人権推進課 

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

子育て政策課 

社会教育 

スポーツ課 

地域の課題解決の推進 
地域の中における課題に気付き、共有し、話し合いが

できるよう支援し、早期の解決につなげます。 
政策推進課 

市民の取組 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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（３）関係団体等の顔が見える関係づくり ● ● ● 

地域の中で活動している団体、ボランティア等が地域の課題や実情を共有できるしくみ
づくりを進めることで、地域の課題が広い視点で捉えられ、有効な取組の拡大を図ること
ができます。 

 

   
 

○ 地域の中で活動されている団体等を知りましょう。 

○ 地域の中で活動されている人たちと顔見知りになりましょう。 

 

   
 

○ 地域の課題等について、さまざまな団体と共有できる場を作りましょう。 

○ 課題解決に向けた有効な取組みや活動について、地域の中で紹介しましょう。 
 

   

 

取 組 内 容 担当課 

地域における連携・協働

への支援 

地域福祉を進める基盤となる区・自治会や自治振興会を

支援することにより、地域の関係団体等との連携・協働

を推進します。 

政策推進課 

地域による生活支援サ

ービス提供の体制整備 

誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ

う、市、関係機関・団体等と連携し、生活支援サービス

提供の体制整備を推進します。 

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

すこやか支援課 

関係機関・団体等との交

流事業の支援 

市とともに関係機関・団体等が実施する交流事業を支援

することにより、つながりを広げ有効な取組の拡大や情

報の共有を図ります。 

政策推進課 

人権推進課 

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

市民の取組 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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基本方針２ 地域福祉を支える人づくり        ［ひと］ 
 

（１）ボランティアの育成・支援 ● ● ● 

地域福祉を推進するため、それぞれの団体、ボランティア等が強みを活かした活動がで
きる場づくりを支援します。また、行政においては、ボランティアに対して、育成を進め
るため研修会や講習等を実施することも大切ですが、自発的な活動が新たなコミュニティ
につながるように、管理・指導ではなく下支えするような関係性が重要です。 

 

   
 

○ 地域活動やボランティア活動に関心を持ち、活動に参加しましょう。 

○ ボランティアについて学ぶ機会を増やしましょう。 

 

   
 

○ 団体やボランティア等と地域の活動が連携・共有できる場を作りましょう。 

○ 地域の中で活動するボランティアグループ等の情報を発信しましょう。 

○ ボランティアセンターを活用し、地域とのネットワーク構築を進めましょう。 
 

   

 

取 組 内 容 担当課 

市民活動及びボランテ

ィア活動の促進 

市民の自主的かつ主体的な公益活動への参加を促し、

地域や関係団体等を支援することにより、協働のまち

づくりを推進します。 

政 策 推 進 課

福祉医療政策課 

 

 

（２）福祉教育の充実 ● ● ● 

福祉への理解と関心を高め、次代を担う福祉人材の確保を図るため、就学時からの福祉教育の

充実、地域でのさまざまな活動への参加を進めます。 

また、子どものみならず、あらゆる世代がともに地域福祉への関心を高めるため、学ぶことがで

きる機会やイベントを行う等、地域福祉を実践する力を育む生涯学習の場づくりを進めます。 

 

 

市民の取組 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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○ 地域福祉について学ぶ機会を増やしましょう。 

 

   

○ 地域福祉について話し合える場を作りましょう。 

○ 地域の中であらゆる人、世代が交流する場を作り、助け合う、支え合うといった意識を醸成

しましょう。 

 

   

 

取 組 内 容 担当課 

福祉教育の推進 

子どもたちが、福祉を身近に感じ、理解と関心を高

めることができるよう、さまざまな体験や学習機会

の充実を図ります。 

学校教育課 

社会教育 

スポーツ課 

社会教育課 

福祉への理解の促進 

地域福祉や障がいの特性、認知症等に対する正しい

理解を深めることができるよう、講座や研修の充実

を図ります。 

人権推進課 

福祉医療政策課 

社会福祉課 

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

すこやか支援課 

発達支援課 

 

 

（３）人と社会をつなぐ人材の育成・支援 ● ● ●                  

本人やその世帯が抱える地域生活課題や支援ニーズを丁寧に把握した上で、福祉サービ
スその他社会参加に向けた取組みとの間の連絡調整を行い、本人や世帯が望む形での社会
参加を実現するとともに、必要に応じて、地域の福祉サービスその他社会参加に向けた取
組のための環境整備や関係機関・団体、事業者と地域をつなぐことができるコーディネー
トする人材の育成を進めます。 

 

   
 

○ 地域の課題について考えましょう。 

○ 自らが実践できる活動を探しましょう。 

市民の取組 

市民の取組 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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○ 地域の中で、技能や知識を活かせる場を作りましょう。 

○ 老若男女問わず、地域福祉の人材の発掘、育成をしましょう。 
 
 

   

取 組 内 容 担当課 

見守り活動等の担い手

の育成 

地域の支え合いや見守り活動を支える担い手の育成を

推進します。 

政策推進課 
福祉医療政策課 
⾧寿福祉課 

すこやか支援課 

市民の健康づくりを支

える担い手の育成 

市民の健康増進、健康寿命の延伸に向けて講座等を開

催し、健康づくり活動を推進するリーダーを育成しま

す。 

すこやか支援課 

 
 

（４）福祉、保健等の専門的な人材の育成・支援 ● ● ● 

誰もが、医療や介護、生活支援等の福祉サービスを適切に受けられることや、健康に関
心を持ち、家庭や地域で健康づくりに取り組めるよう専門的な知識や高度な技術を持った
人材を育成します。 

 

   
 

○ 資格の取得を目指し、セミナーや研修へ参加しましょう。 

○ 医療、介護等、暮らしに関わる分野の知識の習得や技術の向上を図りましょう。 

 

   
 

○ 関係機関、事業者等と連携し、専門的な人材の育成をしましょう。 

○ 医療や介護等の専門職と地域の課題を共有し、解決する場を作りましょう。 

 

   

取 組 内 容 担当課 

福祉、保健サービスにお

ける人材の育成・確保 

適切な福祉、保健サービスの提供や福祉人材に求められ
るより高度なスキル習得のため、研修会等の充実を図り
ます。 
また、事業者が福祉人材を確保するための広報や職場説
明会等の実施を支援します。 

福祉医療政策課 
障がい福祉課 
⾧寿福祉課 
すこやか支援課 
子育て政策課 
保育幼稚園課 

地域・団体等の取組 

行政の取組 

市民の取組 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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（５）新しい豊かさの意識醸成● ● ● 

価値観のシフトには時間がかかりますが、コロナ禍をとおして、またアフターコロナの地域を見

据えて、新しい豊かさへの気づきや、地域福祉への理解と関心を高めるため、⾧期的なスパンをも

って、次代を担う子どもや若者への教育や支援に力を注ぎます。 

また、子どものみならず、あらゆる世代がともに地域福祉への関心を高めるため、学ぶことがで

きる機会やイベントを行う等、地域福祉を実践する力を育む生涯学習の場づくりを進めます。 

 

 

○ 地域福祉について学ぶ機会を増やしましょう。 

 

   

 

○ 地域福祉について話し合える場を作りましょう。 

○ 地域の中であらゆる人、世代が交流する場を作り、助け合う、支え合うといった意識を醸成

しましょう。 

 

   

 

取 組 内 容 担当課 

新しい豊かさの意識

醸成 

コロナ禍を経験した子どもたちが、地域福祉を身近

に感じ、新たな豊かさへの気づきへとつながるよう、

考え、対話する機会をつくります。 

学校教育課 

社会教育 

スポーツ課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の取組 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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基本方針３  適切な支援へつなげる体制づくり  ［ネットワーク］ 
 

（１）福祉、健康等に関する情報提供・啓発の充実 ● ● ●   

誰もが必要とする福祉、健康等に関する情報が得られるよう、多様な媒体を活用した幅
広い情報発信や情報提供のユニバーサルデザインを進めます。 

また、悩みごとや困りごとを抱えている人に対する相談窓口への案内、介護家族や障が
いのある人、ひとり親家庭等への理解不足を解消するための啓発活動の充実を図ります。 

 

   
 

○ 広報紙、ホームページ、音声放送端末等、ＳＮＳ等の多様な媒体から情報を収集しまし

ょう。 

○ 隣近所とのコミュニケーションツールのひとつとして、福祉等に関する情報を活用しま

しょう。 

 

   
 

○ 地域での活動等の情報を関係機関、事業者等と連携し、幅広く提供できるように努めま

しょう。 

○ 地域の中で悩みごとを抱えている人等に対して、相談できる窓口の案内をしましょう。 

○ 支援が必要な人に対する理解を深めるため、学習会の開催や啓発を行いましょう。 

 

   

 

取 組 内 容 担当課 

相談窓口の情報提供の

充実 

福祉や健康に関する相談窓口の情報提供の充実を図り

ます。 

障がい福祉課 

すこやか支援課 

発達支援課 

情報のバリアフリー化

の促進 

誰もが情報を得られるよう、広報紙音読版の作成や、ホ

ームページのアクセリビリティの向上を図ります。 

秘書広報課 

障がい福祉課 

市民の取組 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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取 組 内 容 担当課 

福祉や健康に関わる正

しい理解の促進や情報

提供の充実 

福祉や健康に関わる正しい理解を広げるため、啓発の

充実や福祉サービス等の利用に関わる情報提供の充実

をを図ります。 

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

すこやか支援課 

福祉医療政策課 

子育て政策課 

発達支援課 

 

 

（２）身近な相談や総合的に対応できる窓口の充実 ● ● ● 

悩みごとや困りごとを抱えているが、相談する人がいない、生活や子育てに不安を感じ
ているが、どこに相談すればよいか分からないといった人が気軽に相談できる窓口体制の
充実を図ります。 

また、一つの事業のみでは対応が難しい地域生活課題については、他の支援関係機関と
連携を図りながら、課題解決に向けた支援を行うとともに、複合化・複雑化した支援関係
機関間の役割分担が必要な地域生活課題については、多機関が協働して支援できる体制の
構築を図ります。 

 

   
 

○ 広報紙、ホームページ、音声放送端末等、多様な媒体から相談窓口の場所、相談日等の

情報を収集しましょう。 

○ 相談窓口に関する情報を隣近所で共有しましょう。 

 

   
○ 身近な相談窓口を把握し、地域の中で共有しましょう。 

○ 相談窓口のある機関等と連携し、支援が必要な方へ早期の対応ができるように努めまし

ょう。 
 

   

 

取 組 内 容 担当課 

身近な相談窓口の設置 

概ね小学校区単位に地域市民センターを設置し、市民

が身近に感じ、親身になって相談対応ができるよう、

相談能力の向上を図ります。 

政策推進課 

市民の取組 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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取 組 内 容 担当課 

総合相談窓口体制の充

実 

複合的な問題を抱える生活困窮者の自立を目指し、包

括的な相談対応ができるよう相談窓口体制の整備を

推進します。 

生活支援課 

重層的支援体制の整備 

地域住民の複合化・複雑化した地域生活課題や支援ニ

ーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、属

性を問わない相談支援、参加支援及び地域づくりに向

けた支援を一体的に実施します。 

地域共生社会推進室 

地域包括支援室 

 

（３）関係機関等との連携強化による支援体制づくり ● ● ● 

複雑化・多様化する生活課題の解決や、制度の狭間にいて公的サービスが受けられない
方へ必要な支援が行えるよう、専門機関、事業者、ボランティア等が連携し、支援できる
ネットワークづくりを進めます。 

また、課題に対して、さまざまな分野から解決ができるよう個人情報の取扱いのルール
を定め、個々のプライバシーに配慮しながらも、必要な情報共有、意見交換ができる場づ
くりを進めます。 

 

   
○ 地域での活動から生活課題やニーズの把握に努めましょう。 

○ 地域の中でさまざまな分野と連携できるネットワークの構築に努めましょう。 
 

   

取 組 内 容 担当課 

関係機関等との連携強

化の推進 

誰もが身近な地域で安心して暮らしていけるよう、関

係機関等との連携を強化し、支援の充実を図ります。 

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

すこやか支援課 

福祉医療政策課 

子育て政策課 

発達支援課 

学校教育課 

生活困窮者等の自立 

支援 

複合的な問題を抱える生活困窮者等に対して、必要な

支援等が円滑に行えるよう関係機関、団体等と連携し、

早期の対応を図ります。 

生活支援課 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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取 組 内 容 担当課 

ひきこもりの支援 

地域に潜在するひきこもりがちな人に対し、関係機

関・団体等と連携し、ひきこもりの支援について取り

組んでいきます。 

生活支援課 

障がい福祉課 

すこやか支援課 

発達支援課 

社会教育 

スポーツ課 

多機関協働事業 

誰もが身近な地域で安心して暮らしていけるよう、関

係機関等との連携を強化し、支援の充実を図ります。

支援関係機関間の連携体制の中で、地域生活課題等の

共有を図り、新たな福祉サービスその他社会参加に資

する取組みの創出を図っていきます。 

地域共生社会推進室 

地域包括支援室 
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基本方針４ 健康で安心な生活ができる暮らしづくり  ［くらし］ 
 

（１）誰もが住みやすいまちづくりの実現 ● ● ● 

誰もが生きがいややりがいを見出し、地域の中で自分らしい暮らしが送れるよう支援し
ます。 

また、地域の支え合いによる、安心できる暮らしや、誰もが利用しやすい施設等を整備
することにより、子どもから高齢者までが笑顔で交流できる場づくりを進めます。 

 

 

   
○ 制度や法律等について、正しい知識を習得しましょう。 

○ 公共、民間施設等の適切な利用に努めましょう。 

 

   
 

○ 関係機関、事業者等と連携し、高齢者や障がいのある人等が集い、生きがいややりがい

が見出せる場を作りましょう。 

○ 制度や法律等について、学ぶ場を作りましょう。 
 

   

 

取 組 内 容 担当課 

ユニバーサルデザイン

に基づくまちづくり 

高齢者や障がいのある人、子育てをする人等が外出しや

すい環境となるよう、ユニバーサルデザインの理念の普

及啓発や公共施設等の整備を推進します。 

社会教育 

スポーツ課 

建設管理課 

住宅建築課 

教育総務課 

高齢者や障がいのある

人等の社会参加の促進 

高齢者や障がいのある人等の社会参加を促進するため、

就労支援や日常生活での活動の場の充実を図ります。 

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

すこやか支援課 

商工労政課 

多文化共生の推進 

市内の外国人も地域の一員として活動できるよう、積極

的にコミュニケーションを図り、お互いの違いや良さを

認め合う地域づくりを推進します。 

政策推進課 

市民の取組 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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取 組 内 容 担当課 

成年後見制度利用促進 

甲賀圏域権利擁護事業推進計画に基づき、判断能力

が不十分で日常生活に支障のある高齢者や障がいの

ある人に対する支援の充実や制度の周知を図りま

す。 

福祉医療政策課  

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

子育てをする人への支

援の充実 

子育て世代が仕事と育児を両立し、安心して働くこ

とができる環境整備や、子育てを理由に離職した女

性が就労できる支援の充実を図ります。 

子育て政策課 

保育幼稚園課 

商工労政課 

差別解消の推進 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に

基づき、市民への啓発を行うほか、市職員対応要領

を作成する等、差別的取扱いをしない、合理的配慮

の実施を推進します。 

人事課 

障がい福祉課 

 

 

（２）健康寿命の延伸を支える環境づくり ● ● ● 

身体を動かし、介護や生活習慣病の予防を図る等、それぞれのライフステージに応じた
健康づくりを進めます。 

また、高齢になっても自らの持つ豊富な知識や技術により、就労やボランティア活動を
続けるなど、いつまでもいきいきとした生活を送り、健康寿命を延ばす環境づくりを進め
ます。 

 

   
 

○ 日常生活の中で、自らの健康を意識し、体を動かす習慣づけをしましょう。 

○ 積極的にボランティア活動やサロンに参加しましょう。 

 

   
 

○ 地域の公民館等において、体を動かすことや健康を学ぶ機会を作りましょう。 

○ 高齢者の就労やボランティア活動への参加を呼びかけましょう。 

 

 

市民の取組 

地域・団体等の取組 
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取 組 内 容 担当課 

健康教育等の推進 

生活習慣病予防、介護予防のための健康教育や健康相談

を推進するとともに、気軽に相談や教育を受けられるよ

う、事業のＰＲや参加しやすいイベントを企画します。 

すこやか支援課 

健診(検診)受診の促進 

各種健診（検診）内容・健診体制を充実し、健診（検診）

受診率を上げることにより、疾病の早期発見・早期治療

の推進と、健康意識の向上を図ります。 

保険年金課 

すこやか支援課 

医療、保健体制の充実 

市民が住み慣れた地域で必要な医療が安心して受けら

れ、健康で質の高い生活を送るための体制を構築しま

す。 

保険年金課 

福祉医療政策課 

運動による健康寿命の

延伸 

健康体操やウォーキングによる運動機会の促進や日常

生活の中での動きを増やすこと、また介護予防を目的と

して、各地域での１００歳体操実施等により、健康寿命

の延伸を推進します。 

すこやか支援課 

高齢者の就労支援 

高齢者になっても自ら持つ豊富な知識や技術を有効に

活用し、地域社会に貢献できるよう支援するとともに、

就労機会の拡大を図ります。 

⾧寿福祉課 

商工労政課 

 

 

（３）地域の防災、防犯活動の推進 ● ● ● 

地域の活動により、犯罪を未然に防ぐことや、災害が発生した際、要支援者等が安全に
避難できるよう、防犯・防災体制の整備を支援します。 

また、自助、共助の理解促進、意識の向上を図るため、関係機関・団体との連携を進め、
訓練や講習の開催、啓発活動を進めます。 

 

 

   
 

○ 地域における防災や防犯の活動に参加しましょう。 

○ 避難所までの経路について確認しましょう。 

○ 自助、共助について理解を深めましょう。 

○ 災害ボランティアに関心を持ちましょう。 

 

行政の取組 

市民の取組 
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○ 防災や防犯における、自助、共助の重要性を学ぶ場を作りましょう。 

○ 地域の防災リーダーとして防災士を増やしましょう。 

○ 地域の安全・安心体制を整備するため、関係機関・団体との連携を進めましょう。 

 
 
 
 

取 組 内 容 担当課 

地域の防犯活動の推進 

地域、関係団体等との協働により防犯体制を整備し、地

域による見守り活動の推進や市民の防犯意識の向上を

図ります。 

生活環境課 

学校教育課 

社会教育 

スポーツ課 

災害に強いまちづくり

の推進 

災害時に備えた平常時からの避難行動要支援者同意者

名簿の積極的な活用等、避難支援の充実や自主防災組織

活動の活性化、地域防災を担うリーダーの育成を推進

し、自助・共助・公助の連携強化を図ります。 

危機管理課 

福祉医療政策課 

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

再犯防止推進計画の推

進 

再犯防止施策は、就労、住居、保健医療、福祉等多岐に

わたっており、整合性をもって総合的に推進するために

は、計画を策定するという手段が重要です。計画を策定

し、施策を効果的に推進します。 

福祉医療政策課 

社会教育 

スポーツ課 

 

 

（４）きめ細やかなサービスの提供と質の確保 ● ● ● 

誰もが、住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けることができるよう、きめ細やかな福
祉サービスの提供を推進します。 

また、あらゆる人、世代が必要とする支援に対して、質の高い福祉サービスの確保を図
ります。 

 

   
 

○ 自らに必要な福祉サービスを把握しましょう。 

○ さまざまな方法により福祉ニーズに関する情報を取得しましょう。 

地域・団体等の取組 

行政の取組 

市民の取組 
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○ 容易に移動ができない方に対して、地域の力で支援できる方法を探しましょう。 

○ 関係機関、事業者等と連携し、地域における総合的な福祉サービスが提供できる拠点を

作りましょう。 

 

   

 

取 組 内 容 担当課 

移動支援の充実 

市民の日常生活に欠かすことができない移動について、

地域とともに考え、特に高齢者や障がいのある人に対す

る支援の充実を図ります。 

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

公共交通推進課 

福祉サービスの充実 

高齢者や障がいのある人等がより安心して暮らすこと

ができるよう、多様な福祉サービスの充実と必要な支援

の提供を推進します。 

障がい福祉課 

⾧寿福祉課 

すこやか支援課 

福祉医療政策課 

子育て世代への支援の

充実 

子育て世代への支援サービスを充実させるとともに、地

域の中で支え合うことができる支援体制の充実を図り

ます。 

すこやか支援課 

子育て政策課 

保育幼稚園課 

学校教育課 

アウトリーチを通じた

継続的支援事業 

必要な支援につながりにくい人への支援を進めるに当

たっては、地域のネットワークを通じて地域の状況に係

る情報を幅広く収集するとともに、地域住民とのつなが

りを構築し、潜在的な支援ニーズを有する者の存在を早

期に把握することが重要です。 

地域共生社会推進室 

地域包括支援室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域・団体等の取組 

行政の取組 
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第５章    計画の推進 
 

 

計画の進行管理 

本計画をより実行性のあるものとするために、第４章にある行政の取組については、各所

管事業について年度ごとに事業の評価・検証を行います。「新しい豊かさ」の創造や「つな

がりの再構築」の真価は、そのプロセスのひとつひとつの歩みの中で形づくられていくもの

です。そのような性質から、数値を基にした事業評価のみならず取組みの実践における評

価・検証を実施します。 

計画の進行管理は、「ＰＤＣＡサイクル」による「継続的改善」の考え方を基本とします。

このサイクルは、事業ごとにＰＬＡＮ(計画の策定)→ＤＯ(計画の実施)→ＣＨＥＣＫ(計画の

評価)→ＡＣＴＩＯＮ(計画の改善)と回り、再度、見直し後のＰＬＡＮにもどり、改善点を

把握し、新たなサイクルを回すことにより、取組の継続的な改善を繰り返していきます。こ

れにより、計画を進行管理しながら施策の全体の改善及び向上へとつなげていきます。 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の実績や将来の予
測などをもとにして事
業計画を作成する 

計画の策定 
ＰＬＡＮ 

事業の実施が計画に沿
っているかどうかを確
認する 

計画の評価 
ＣＨＥＣＫ 

計画に沿って事業を行
う 

計画の実施 
ＤＯ 

実施が計画に沿ってい
ない部分を調べて改善
をし、さらに質・量の 
向上を図る 

計画の改善 
ＡＣＴＩＯＮ 
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    資 料 編 
 

 甲賀市地域福祉計画審議会 委員名簿 
（敬称略）  

構成区分  団体等名称  
団体等で

の役職  
氏  名  

 公募  ―   橋 本  恵 順  

公募  ―   西 村  敦 子  

学識経験を 

有する者 
龍谷大学社会学部  教 授  栗 田  修 司  

 甲賀市民生委員児童委員協議会連合会  会 ⾧   冨 岡  正 義  

 甲賀市身体障害者更生会  会 ⾧  増 田 定 雄 

地域福祉 

関係団体 

の代表者 

甲賀市手をつなぐ育成会  副会⾧    辻 淳 子  

ゆうゆう甲賀クラブ  会 ⾧  田 口 勝 

甲賀市ボランティア連絡協議会  会 ⾧   田 中  のぶ子  

 子育て応援 ★CHEERS STATION  代 表   坂 上 文 香  

社会福祉 

事業関係 

団体の職員 

(福)甲賀市社会福祉協議会  会 ⾧   嘉 郷   重 郷  

(福)さわらび福祉会  常務理事   金 子  秀 明  

(福)近江和順会  

 特別養護老ホーム レーベンはとがひら  
施設⾧   生 田  雄  

(福)甲賀学園  児童養護施設 鹿深の家 

地域小規模児童養護施設 第二鹿深の家  
施設⾧   春 田  真 樹  

ＮＰＯ法人 

甲賀・湖南圏域成年後見センター ぱんじー 
所 ⾧ 桐 髙 とよみ 

【任期委嘱の日から令和５年３月 31 日まで】 
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 用語解説 
 

あ行 

【I C T】 

簡単に言うと「インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー」の略で、

意味は「情報通信技術」です。 身近な例で説明すると、SNS上でのやり取りやメールでのコミュ

ニケーションも該当します。 

    

【アウトリーチ】 

直訳すると、「外に手を伸ばす」ことを意味します。福祉分野では、「支援が必要であるにもか

かわらず届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけて情報・支援を届ける

プロセス」のことを言います。 

 

【アクセシビリティ】 

「近づきやすさ」「得やすさ」などと訳される言葉です。なかでも Web アクセシビリティは、「高

齢者や障がい者なども含めた、あらゆる人でも、サイトが提供している情報やサービスを、支障

なく利用できるかどうか」という意味になります。 

 

【アセスメント】 

アセスメントとは「課題分析」のことで、介護においては利用者の状態や生活環境などの情報

を集めて総合的に分析し、利用者が抱えている課題を明確にすることです。   

  

【ＮＰＯ】 

ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。この

うち「ＮＰＯ法人」とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した「特定非営利活

動法人」の一般的な総称です。 

 

 

か行 

【区・自治会】 

近隣、集落程度の範囲で、相互扶助や暮らしやすい地域をつくっていくため、人のつなが

りを基にした自主的な組織です。区・自治会では、地域の交流活動や清掃活動、また、地域

の様々な課題への対応、あるいは伝統行事等日常生活に関わる身近な地域の共同管理等に取

り組んでいます。 
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【健康寿命】 

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいいます。 

 

【コミュニティ】 

一定の地理的範囲に居住し、地域性と共同意識を持つ人々の集合体を指します。 

 
 

さ行 

【自治振興会】 

区・自治会をはじめ、各種団体・ＮＰＯ・企業等の参加により組織化され、地域の関係団

体等が連携・協力し、区及び自治会だけでは解決できない広域的課題の対応や、地域の特性

を生かしたまちづくりをすすめるための組織です。自治振興会では、地域が目指す将来像を

描き、多くの人が関心と愛着を持って特色ある地域をつくっていきます。 

   

【社会的養護】 

  保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に

養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。 

 

【社会福祉法人連携推進】 

人口動態の変化や福祉ニーズの多様化・複雑化の中で、社会福祉法人の経営基盤の強化を図る

とともに、福祉ニーズに対応することが求められています。このため、社会福祉法人間の連携方

策として、「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連携」、「合併、事業譲渡」、「社会福祉法人の新

設」に加え、新たな選択肢の一つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社

会福祉連携推進法人」が令和３年４月に創設されました。 

 

【成年後見制度】 

判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障がいのある人、精神障がいのある人等）

を保護するための制度です。平成 11 年 12 月の法改正により、各人に多様な判断能力及び保

護の必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とする補助・保佐・後見の制度に改

められています。 
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【ソーシャルワーク】 

社会に対しては、社会変革、社会開発、社会的結束を、個人に対してはエンパワメント、解

放を促進する実践を意味します。 

    なお、エンパワメントとは、「力をつける」という意味ですが、福祉分野においては、本人、あ

るいはその家族がより内発的な力を持ち、自らの生活を自らコントロールできることを言います。 

 

 

た行 

【地域生活支援拠点】 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を備えた、障がい

者の生活を地域全体で支える体制のことです。 主な機能として、相談、緊急時の受け入れ・対応、

体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの 5つを柱としています。 

 

【地域福祉活動計画】 

地域福祉計画と連携・協働し、地域住民及び福祉・保健等の関係団体や事業者が、地域福

祉推進に主体的に関わるための具体的な活動の計画であり、社会福祉協議会が中心となり策

定します。地域住民やボランティア、当事者などが主体的に参加し、地域社会を基盤にして

進めていく地域福祉を、どのように推進していくかをまとめたものです。 

 

【地域包括ケアシステム】 

住み慣れた地域において、支援が必要な高齢者等に対し、ニーズに応じた住宅が提供され

ることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防

のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが適切に提供できるような地域

での体制のことです。 

 

【ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）】 

「配偶者や恋人等の親密な関係にある（あった）人からふるわれる暴力」のことです。内

閣府の調査（2012 年）によれば既婚女性の３人に１人が DV 被害を経験し、23 人に１人の女

性が生命に危険を感じる程の暴力を受けていることが報告されています。 
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な行 

【ニーズ】 

必要、要求などと訳され、人間が生きていく上で基本的に必要となる条件を指します。 

福祉分野においては、支援者の生活全般の解決すべき課題のことをニーズといいます。つま

り、それが解決できれば、希望とする生活や活動が可能になるという課題のことです。 

 

は行 

【バリアフリー】 

公共の建物や道路、個人の住宅等において、障がいのある人や高齢者をはじめだれもが安

心して利用できるように配慮した生活空間のあり方のことです。具体的には車いすでも通る

ことができるように道路や廊下の幅を広げたり、段差を解消したり、手すりを設置したりす

ることをいいます。また、物理的な障壁だけではなく、社会参加への障壁の排除等心理的、

制度的な意味でも用いられます。 
 

【ひきこもり】 

「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(厚生労働省、平成 22年５月 19日公表)

で定義される「様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む

就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどま

り続けている状態(他者と交わらない形での外出をしてもよい)を指す現象概念」をいいます。 

 

【避難行動要支援者同意者名簿】 

普段からの地域での見守りや避難支援の実施につなげることを目的に甲賀市地域防災計画

に定める避難行動要支援者名簿掲載者に、消防、警察、区・自治会および民生委員・児童委

員等の避難支援等関係者へ名簿情報を提供することの同意確認を行い、作成した名簿です。 

 

ま行 

【民生委員・児童委員】 

民生委員法により、住民の立場に立って生活上の相談に応じ、必要な援助を行う支援者と

して市町村に配置され、都道府県知事の推薦に基づき、厚生労働大臣が委嘱する任期 3年の

職のことです。児重福祉法の児重委員を兼ね、地域住民の福祉の増進を図る重要な役割を担

っています。 
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や行 

【ユニバーサルデザイン】 

性別や年齢、障がいの有無にかかわらず、すべての人が利用可能なように、常によりよい

ものに改良していこうという考え方で、バリアフリーの考え方をさらに進めたものです。施

設や設備などにとどまらず、誰もが生活しやすいような社会システムを含めて広く用いられ

ることもあります。 

 

ら行 

【ライフサイクル】 

進学、就職、結婚、出産、退職などの出来事によって変化する生活の一連の流れをいいます。 

 

【利用者支援事業】 

子どもや保護者、妊娠中の方の相談に個別に対応し、安心して子育てができる環境を構築す

ることが目的の事業です。教育や保育施設に関する悩みに対して、保険や医療、福祉など関係

機関と連携して保護者や子どもをサポートするのが大きな役割となります。 
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